
 

 

 

 

あらゆるハラスメントの禁止 
 

職員は、他の職員等（正規職員のほか、当院の指揮命令の下にある

派遣労働者を含む。以下、本条において同じ。）の権利及び尊厳を尊重

し、次の各号に掲げる行為又は言動（以下「ハラスメント」と総称する。）

を行ってはならない。 

また、ハラスメントに対する職員等の対応により当該職員等の労働条

件につき不利益を与えることも禁止する。 

 

 

１、 

①職場における性的な言動に対する他の職員の対応等により当該職員の労働条件に関して

不利益を与えること又は性的な言動により他の職員の就業環境を害すること（いわゆる「セ

クシュアルハラスメント」）。この場合において、相手の性的指向又は性自認の状況に関わら

ないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。また、本号における

「他の職員」とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により

就業環境を害されたすべての職員を含むものとする。 

 

②職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精

神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為や言動を行うこと（いわゆる「パ

ワーハラスメント」）。 

 

③職場において、上司や同僚が、男女職員の妊娠・出産・育児、介護等に関する制度又は措置

の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動

により女性職員の就業環境を害すること（いわゆる「マタニティハラスメント・ケアハラスメン

ト」）。この場合において、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要

性に基づく言動によるものについては、本号のハラスメントには該当しない。 

 

 



④前３号のほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど、職場内でのあらゆるいじめ

行為及びこれらに該当すると疑われるような行為を行うこと。また、ハラスメントに対する職員

等の対応により当該職員等の労働条件につき不利益を与えること。 

 

２、職員は、ハラスメントにより被害を受けた場合、又は被害を受けるおそれのある場合は、相談

窓口に対して相談及び苦情を申し立てることができる。これらの申立てを受けた場合は、当院

は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に着手するとともに、申立人が申立後もハラスメ

ントによる被害を受けないように対処するものとする。 

 

３、 当院は、職員が、ハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等

を理由として、職場においては人事異動、人事評価等の人事管理上の処遇において、教育の

場においては成績評価、単位認定、授業参加等において、相談者及び情報提供者等に不利

益な取扱いをすることはない。職員は、次の行為を行ってはならない。 
  

①性的言動によって他の職員に不快感を抱かせる行為あるいはその行為への 

対応の仕方によって不利益を与える行為（いわゆるセクシュアルハラスメント） 

 

②暴力（言葉によるものを含む）、威迫、仲間外し、業務上の過大なあるいは過少 

な要求などの行為（いわゆるパワーハラスメント） 

 

③その他職員の人権を侵害するような就業環境・人間関係を悪化させる行為 

 


